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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にフォトレジストからなる薄膜を形成する感光性薄膜形成工程と、前記薄膜の上
に、複数の島状遮光部を有するフォトマスクを配置するマスク配置工程と、前記フォトマ
スクを介して前記薄膜に光源からの照射光を照射して、前記フォトマスクにより前記フォ
トレジストの感光部位を選定制御する露光工程と、前記露光工程にては、前記薄膜に対し
て相異なる複数の方位から光を照射する調節を行う方位調節照射工程を含み、前記薄膜か
ら前記フォトマスクを除去し現像を行なうフォトレジスト処理工程と、を含む原版の製造
方法によって作製され、かつマイクロニードルの形状に対応する複数の凹凸が設けられた
原版を用いて、
　前記原版の表面に、メッキを形成し、前記原版の反転パターンである反転版を作り、前
記反転版にメッキを形成し、前記反転版の反転パターンである複版を作製する複版作製工
程と、
　前記複版を用いて、前記複版を成形した成形版に、マイクロニードルのパッチの材料と
なるシートを載置及び加熱加圧し、成形版のパターンを転写及び放熱して成形版から剥離
して、複数の前記マイクロニードルを有するマイクロニードルのパッチを成形するマイク
ロニードルのパッチ成形工程と、
を含むことを特徴とするマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項２】
　前記フォトレジストに、ネガ型のフォトレジストを用い、
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　前記複版作製工程は、前記原版から、その反転パターンを有する反転版を作製した後に
、前記反転版から、その反転パターンを有する複版を作製する工程であることを特徴とす
る請求項１に記載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項３】
　前記フォトレジストに、ポジ型のフォトレジストを用い、
　前記複版作製工程は、前記原版から、その反転パターンを有する複版を作製する工程で
あることを特徴とする請求項１に記載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項４】
　前記方位調節照射工程は、
　前記照射光の進行方向を、所定の照射基準方向に固定する一方、
　前記薄膜を支持する前記基板が配置されるステージを、前記照射基準方向に対して相異
なる２以上の角度で傾斜させて、それぞれで光照射することを特徴とする請求項１ないし
３のいずれかに記載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項５】
　前記方位調節照射工程は、
　前記照射基準方向に垂直な方向を揺動軸として、前記ステージを前記揺動軸を中心に傾
斜させた状態で光照射するステージ揺動照射工程を含むことを特徴とする請求項４に記載
のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項６】
　前記ステージ揺動照射工程は、
　前記照射基準方向に関して略対称な傾斜をなす２つの角度で、それぞれ光照射する工程
を含むことを特徴とする請求項５に記載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項７】
　前記ステージ揺動照射工程は、
　相異なる複数の前記揺動軸で、前記ステージを相異なる複数の方位に傾斜させる工程を
含むことを特徴とする請求項５に記載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項８】
　前記ステージ揺動照射工程は、
　前記揺動軸を中心とする略円弧状に揺動方向を規制してステージを揺動させる工程を含
むことを特徴とする請求項５に記載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項９】
　前記方位調節照射工程は、
　前記ステージを、前記ステージの取付部位に対して所定角度傾斜させて光照射するステ
ージ傾斜照射工程を含むことを特徴とする請求項４に記載のマイクロニードルのパッチの
製造方法。
【請求項１０】
　前記方位調節照射工程は、
　前記光源から、前記薄膜を支持する前記基板が配置されるステージに向けて、２以上の
方位に光の進行方向を変えて、それぞれで照射する光源調節照射工程を含むことを特徴と
する請求項１ないし３のいずれかに記載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項１１】
　前記方位調節照射工程は、
　前記光源調節照射工程を含むと共に、
前記ステージを、前記照射光の進行方向に対して相異なる２以上の角度で傾斜させて、そ
れぞれで光照射することを特徴とする請求項１０に記載のマイクロニードルのパッチの製
造方法。
【請求項１２】
　前記方位調節照射工程は、
　前記照射基準方向を自転軸として、前記ステージを自転させて光照射するステージ自転
照射工程を含むことを特徴とする請求項４または１０いずれかに記載のマイクロニードル



(3) JP 5070764 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

のパッチの製造方法。
【請求項１３】
　前記ステージ自転照射工程は、
　前記ステージを自転させながら、前記ステージ上の前記薄膜に対して連続的に光照射す
る工程を含むことを特徴とする請求項１２に記載のマイクロニードルのパッチの製造方法
。
【請求項１４】
　前記島状遮光部の形状は多角形であり、
　前記ステージ揺動照射工程における前記揺動方向を、前記多角形のいずれかの角と中心
とを結ぶ方向、或いは、いずれかの辺に垂直な方向にすることを特徴とする請求項５に記
載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項１５】
　前記島状遮光部の形状は多角形であり、
　前記ステージ傾斜照射工程における前記傾斜方向を、前記多角形のいずれかの角と中心
とを結ぶ方向、或いは、いずれかの辺に垂直な方向にすることを特徴とする請求項９に記
載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項１６】
　前記島状遮光部の形状は多角形であり、
　前記ステージ自転照射工程における前記ステージの回転角度を、前記多角形の内角のい
ずれかにすることを特徴とする請求項１２に記載のマイクロニードルのパッチの製造方法
。
【請求項１７】
　前記薄膜は、屈折率の異なる複数種類のフォトレジスト層の積層体であることを特徴と
する請求項１ないし１６に記載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項１８】
　前記露光工程は、照射光の波長を変えて、複数回の光照射を行なうことを特徴とする請
求項１ないし１７のいずれかに記載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項１９】
　前記フォトマスクは、同一形状の複数の前記島状遮光部を有するものとし、複数の前記
マイクロニードルを互いに平行にパッチ基板に配置させる請求項１ないし１８に記載のマ
イクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項２０】
　前記マイクロニードルの表面粗度(Ra或いはRz)は、５μm以下とすることを特徴とする
請求項１ないし１９のいずれかに記載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項２１】
　前記薄膜は、屈折率の異なる複数種類のフォトレジスト層の積層体として、前記マイク
ロニードルの形状は、径が不連続に変わる錐台と錐との組み合わせとすることを特徴とす
る請求項１７ないし２０のいずれかに記載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項２２】
　前記露光工程は、照射光の波長を変えて、複数回の光照射を行ない、前記マイクロニー
ドルの形状は、径が不連続に変わる錐台と錐との組み合わせとすることを特徴とする請求
項１８ないし２０のいずれかに記載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【請求項２３】
　前記フォトレジストの全部若しくは一部は生体適合性材料として、前記マイクロニード
ルの全部若しくは一部は、生体適合性材料からなるようにすることを特徴とする請求項１
ないし２２のいずれかに記載のマイクロニードルのパッチの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚の特定層に薬剤を投与する冶具などとして用いられるマイクロニードル
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のパッチと、その製造方法、並びにその製造に用いる原版の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、皮膚等の生体表面に薬剤を投与する技術は、液状物質等を塗布することが主であ
った。薬剤の皮膚に対する塗布方法は、非侵襲的な方法であり、患者に負担をかけないと
いう点では優れているものの、塗布方法によると、発汗や接触などによって薬剤が除去さ
れてしまいやすい。また、連日繰り返し行なうには、簡便性や安全性などの点で不都合が
伴う。薬剤を皮膚の内層へ浸透させたい場合は、その浸透度を制御するのが容易ではない
問題がある。
【０００３】
　これに対して、薬剤の輸送機能を有するマイクロニードルが提案されている。
　マイクロニードルは、血液の採取など、様々な物質の輸送に使用することができる。予
め薬剤を塗布したマイクロニードル若しくはマイクロニードルのパッチを用いて薬剤を皮
膚に浸潤させる方法は、完全な非侵襲的な薬剤塗布方法ではないが、極微細なマイクロニ
ードルを用いて真皮領域など皮膚の浅い領域のみに刺すことを特徴としているので、患者
に対する刺激等は比較的少ない。また、単なる皮膚表面への薬剤塗布方法に比して高効率
で薬剤を浸潤させることを可能にする。
【０００４】
　このようなマイクロニードルに関して次の従来技術がある。
　特許文献１や非特許文献１は、ＬＩＧＡと呼ばれる工程で、長さ600μmほどのマイクロ
ニードルを製造する技術を開示している。
　ＬＩＧＡでは、基板にポリメチルメタクリル樹脂(ＰＭＭＡ)等のＸ線感光レジストを塗
布する。そのレジストに対して、金などの材料で形成した島状遮光部を施し、平行性の高
いＸ線を照射する。現像すると、ＰＭＭＡより成る立体構造が得られる。この立体構造に
ニッケルを電鋳すると、原版が製造される。
　これによると、マイクロニードルの先端を鋭く成形でき、表面も平滑にできる利点があ
る。
【特許文献１】特開２００５－２４６５９５「マイクロニードルアレイ及びその製造方法
」
【非特許文献１】Moon Sangl-Jun etal, Transducers'03,3E95P (The 12th internationa
l conference on Solid stateSensors, Actuators and Microsystems, Boston, June 8-1
2, 2003)
【０００５】
　また、非特許文献２や３は、ドライエッチング法によりシリコン製マイクロニードルを
製造する技術を開示している。
【非特許文献２】Devin VMcalltister et al, PNAS, November 25, 2003,vol.100,No.24,
13755-13760
【非特許文献３】Shyh-Chyi Kuo eta1, Tamkang Journal of Science and　Engineering,
Vol.7,No.2，pp95-98(2004)
【０００６】
　上記技術に見られるように、従来のマイクロニードルは、一般的にその原版を機械加工
で作製していたので、表面が粗いものしか得られなかった。
　また、微細な形状に加工する技術として、フォトレジストに光照射して特定の形状を有
する基板を作成する技術が知られている。
【０００７】
　該方法によれば、薄膜や基板に形成される表面的な形状は非常に微細で複雑な形状を作
製できるものの、その立体的な形状は角型のみであり、表面に対して凹みの深度長などは
一定の長さに固定されていた。
　これは、表面的な形状はフォトマスクにより自在に変化させられる反面、深さ方向に自
在に成形する方法がなかったことに起因する。そのため、円錐や四角錐などの錐状を形成
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することができず、マイクロニードルの製造に応用することはできなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記のようなＬＩＧＡによる工程には、シンクロトロン放射施設が必要であり、装置が
大掛かりになる難点がある。この方法では、マイクロニードルのパッチ（マイクロニード
ルアレイ）のようにコストと大量生産が求められる製品の製造という観点からは、非経済
的であり、大量生産には不適である。
【０００９】
　また、シリコン製マイクロニードルの表面を電子顕微鏡で見ると、表面にエッチング残
渣があり、その残渣により表面に凹凸が生じる。その結果、これを原版として製造する複
版やマイクロニードルにも、大きな表面粗度が残ってしまう。
【００１０】
　このように、従来では、マイクロニードルのパッチを製造する工程は複雑であり、表面
粗度の小さなマイクロニードルのパッチを製造するには、大掛かりな装置が必要であった
。
【００１１】
　また、原版を機械加工で作製する従来のマイクロニードルは、表面が粗いため、複版の
製造の歩留まりの点で難がある。また形成品の剥離時に、ニードルが折れる及びニードル
が変形するなど剥離が難しい（すなわち離型性が悪い）という問題があった。
【００１２】
　そこで、本発明は、比較的シンプルな工程でありながらも、先端が鋭く表面平滑性の良
好なマイクロニードルのパッチを製造する方法と、それによって得られる表面粗度の低い
マイクロニードルを提供することを課題とする。また、表面からの深度長を自在に成形し
て、多角形の錐形、球形、円錐形など多様な形状を有する微細構造を作製するための原版
を製造する方法を提供することを課題とする。
　さらに、かかる多様な形状を有するマイクロニードルが複数設けられているパッチ及び
その製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明の原版の製造方法は、次の構成を備える。
　すなわち、基板上にフォトレジストからなる薄膜を形成する感光性薄膜形成工程と、前
記薄膜の上に、複数の島状遮光部を有するフォトマスクを配置するマスク配置工程と、前
記フォトマスクを介して前記薄膜に光源からの照射光を照射して、前記フォトマスクによ
り前記フォトレジストの感光部位を選定制御する露光工程と、前記薄膜から前記フォトマ
スクを除去し現像を行なうフォトレジスト処理工程と、を含む原版の製造方法において、
前記露光工程に、前記薄膜に対して相異なる複数の方位から光を照射する調節を行う方位
調節照射工程を含むことを特徴とする。
【００１４】
　ここで、前記方位調節照射工程は、前記照射光の進行方向を、所定の照射基準方向に固
定する一方、前記薄膜を支持する前記基板が配置されるステージを、前記照射基準方向に
対して相異なる2以上の角度で傾斜させて、それぞれで光照射することとして、装置の簡
素化に寄与させてもよい。
【００１５】
　前記方位調節照射工程に、前記照射基準方向に垂直な方向を揺動軸として、前記ステー
ジを前記揺動軸を中心に傾斜させた状態で光照射するステージ揺動照射工程を含めて、多
様な方位からの光照射に寄与させてもよい。
【００１６】
　前記ステージ揺動照射工程に、前記照射基準方向に関して略対称な傾斜をなす２つの角
度で、それぞれ光照射する工程を含めて、簡易な操作に寄与させてもよい。
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【００１７】
　前記ステージ揺動照射工程に、相異なる複数の前記揺動軸で、前記ステージを相異なる
複数の方位に傾斜させる工程を含めて、多様な方位からの光照射に寄与させてもよい。
【００１８】
　前記ステージ揺動照射工程に、前記揺動軸を中心とする略円弧状に揺動方向を規制して
ステージを揺動させる工程を含めて、多様な方位からの光照射に寄与させてもよい。
【００１９】
　また、前記方位調節照射工程に、前記ステージを、前記ステージの取付部位に対して所
定角度傾斜させて光照射するステージ傾斜照射工程を含むことで、多様な方位からの光照
射に寄与させてもよい。
【００２０】
　更に、前記方位調節照射工程に、前記光源から、前記薄膜を支持する前記基板が配置さ
れるステージに向けて、2以上の方位に光の進行方向を変えて、それぞれで照射する光源
調節照射工程を含むことで、多様な方位からの光照射に寄与させてもよい。
【００２１】
　前記方位調節照射工程に、前記光源調節照射工程を含むと共に、前記ステージを、前記
照射光の進行方向に対して相異なる2以上の角度で傾斜させて、それぞれで光照射して、
一層多様な方位からの光照射に寄与させてもよい。
【００２２】
　前記方位調節照射工程に、前記照射基準方向を自転軸として、前記ステージを自転させ
て光照射するステージ自転照射工程を含み、更に一層多様な方位からの光照射に寄与させ
てもよい。
【００２３】
　前記ステージ自転照射工程に、前記ステージを自転させながら、前記ステージ上の前記
薄膜に対して連続的に光照射する工程を含めて、前記フォトレジストの感光部位を円錐状
に選定制御を容易にしてもよい。
【００２４】
　前記島状遮光部の形状を多角形とし、前記ステージ揺動照射工程における前記揺動方向
を、前記多角形のいずれかの角と中心とを結ぶ方向、或いは、いずれかの辺に垂直な方向
にして、揺動方向の設定に寄与させてもよい。
【００２５】
　前記島状遮光部の形状を多角形とし、前記ステージ傾斜照射工程における前記傾斜方向
を、前記多角形のいずれかの角と中心とを結ぶ方向、或いは、いずれかの辺に垂直な方向
にして、傾斜方向の設定に寄与させてもよい。
【００２６】
　前記島状遮光部の形状を多角形とし、前記ステージ自転照射工程における前記ステージ
の回転角度を、前記多角形の内角のいずれかにして、自転角度の設定に寄与させてもよい
。
【００２７】
　前記薄膜を、屈折率の異なる複数種類のフォトレジスト層の積層体として、前記フォト
レジストの感光部位を、径が不連続に変わる錐状に選定制御容易にしてもよい。
【００２８】
　前記露光工程を、照射光の波長を変えて、複数回の光照射を行なうこととしても、同様
に、前記フォトレジストの感光部位を、径が不連続に変わる錐状に選定制御できる。
【００２９】
　本発明のマイクロニードルのパッチの製造方法は、以上の原版の製造方法によって作製
され、かつマイクロニードルの形状に対応する複数の凹凸が設けられた原版を用いて、複
版を作製する複版作製工程と、前記複版を用いて、複数の前記マイクロニードルを有する
マイクロニードルのパッチを成形するマイクロニードルのパッチ成形工程と、を含むこと
を特徴とする。
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【００３０】
　ここで、前記フォトレジストに、ネガ型のフォトレジストを用い、前記複版作製工程を
、前記原版から、その反転パターンを有する反転版を作製した後に、前記反転版から、そ
の反転パターンを有する複版を作製する工程としてもよい。
【００３１】
　同様に、前記フォトレジストに、ポジ型のフォトレジストを用い、前記複版作製工程を
、前記原版から、その反転パターンを有する複版を作製する工程としてもよい。
【００３２】
　本発明のマイクロニードルのパッチは、以上のマイクロニードルパッチの製造方法を用
いて作製され、かつ前記マイクロニードルがパッチ基板に平行配置されていることを特徴
とする。
【００３３】
　ここで、前記マイクロニードルの表面粗度(Ra或いはRz)は、５μm以下であることが好
ましい。
【００３４】
　また、前記マイクロニードルの形状は、径が不連続に変わる錐台と錐との組み合わせで
あってもよい。
【００３５】
　前記マイクロニードルの全部若しくは一部を、生体適合性材料から形成して生体への用
途に寄与させてもよい。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によると、感光性部材に多様な方位から光照射を行うことによって、多様な錐体
形状の微細形成品を製造するための原版を作製することができる。本原版は表面の粗度が
低く平滑である特徴を有するので、原版から形成品を剥離する際に、剥離性が良好であり
、剥離時のニードルが折れるなどの欠陥品を抑制することができる。これにより生産効率
の向上に寄与できる、また、本発明により得られたマイクロニードルは、表面が平滑で使
用感の良好なものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下に、本発明の実施形態を説述する。なお、感光性部材や、原版作製に要する化学品
は、実施例に記すものに限らず、それに相応する従来公知のものを適宜利用できる。
【００３８】
　図１は、フォトレジスト（１１）に光照射して、錐体形状の非硬化レジスト（１４）を
形成する様態を示す斜視模式図である。
　原版の製造には、まず基板（１３）上にフォトレジスト（１１）からなる薄膜を形成し
（感光性薄膜形成工程）、その薄膜の上に島状遮光部（１５）を有するフォトマスク（３
１）を配置する（マスク配置工程）。
　そして、フォトマスク（３１）を介して薄膜に光源からの光、例えば紫外線を照射して
、フォトマスク（３１）により薄膜の感光部位を選定制御する（露光工程）。さらにフォ
トレジスト（１１）からフォトマスク（３１）を除去し現像を行なう（フォトレジスト処
理工程）。
【００３９】
　基板（１３）としては、シリコン(Si)、ガラス、シリコンウェハ、セラミック、石英、
サファイヤ等が利用できる。
　フォトレジスト（１１）としては、例えば、マイクロケム社製NANOSU-8（登録商標）、
東京応化製TMMRS2000/TMMFTS2000（登録商標）を原料としたものが利用できる。
【００４０】
　フォトレジスト（１１）を基板（１３）表面に塗布するためには、例えば、スピンコー
ター（塗布機）を用いて塗布することができる。スピンコーターは、ノズルから供給され
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た液状のレジストを、回転支持台に固定した基板表面に滴下し、それを高速回転（例えば
、1000rpmで30秒間）させることによって均一なフォトレジストの薄膜を形成する装置で
ある。
　その他に、基板（１３）にスプレージェットを用いてフォトレジスト（１１）を噴霧し
て塗布、成膜することもできる。
【００４１】
　なお、フォトレジスト（１１）は、ネガ型とポジ型の２種類に分類される。ネガ型フォ
トレジストは、光があたっていない部分はアルカリ溶液に溶ける性質をもっており、光が
あたっていない部分が光化学反応によってアルカリ不溶になってレジストパターンを残す
ものである。
　一方、ポジ型フォトレジストは、光があたった部分が光化学反応によってアルカリ溶液
に溶ける化学構造に変化するものである。
【００４２】
　また、一般にネガ型はウェハとの密着性が良好なため、薬品によるエッチングをすると
きに使用され、ポジ型は解像度が高いため、プラズマによるドライエッチングをするとき
に使用される。
　ポジ型は強アルカリ水溶液、ネガ型は溶剤などで現像される。
【００４３】
　フォトマスク（３１）の材料としては、Cr等が利用され、多数の島状遮光部（１５）が
並列されたフォトマスク（３１）をフォトレジスト（１１）上に密着させて積層する。フ
ォトマスク（３１）に用いる材料は、光源から照射する照射光（Ｌ１～Ｌ４）の波長にも
依存し、例えばＸ線ならPb等が好ましい。
【００４４】
　フォトレジスト（１１）がネガ型の場合、感光性部材（１２）にフォトマスク（３１）
を介して光照射すると、島状遮光部（１５）により遮光されたフォトレジスト（１１）の
部位は硬化するが、島状遮光部（１５）で遮光されなかった部位は硬化しない。
　本発明は、その非硬化レジスト（１４）を、例えば図１のように島状遮光部（１５）と
同形の長方形を底面とする錐体状に成形して、マイクロニードルのパッチを製造するため
の原版を作製することができる。
【００４５】
　なお、フォトレジスト（１１）にポジ型を用いた場合、基板（１３）を用いずにフォト
マスク（３１）を基板としても利用してもよい。すなわち、ポジ型の場合、光があたらな
い部分はフォトマスク下側に図示される錐体状であり、現像によって残存するのも同形状
となる。従って、フォトマスク（３１）から下方に錐状が形成されるため、フォトマスク
（３１）は基板として作用しうる。
【００４６】
　以下、上記のような錘体状を形成する方法を詳述する。
　概括的には、感光性部材（１２）及びその上層のフォトマスク（３１）の表面に対して
、相対的に斜めから光を照射する方位調節照射手段が必要である。
　すなわち、図１に示す如く、感光性部材（１２）に対して従来のように垂直ではなく斜
め方向から光（Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４）を照射し、非硬化レジスト（１４）を四角錐（
ＡＢＣＤ－Ｅ）に成形することを提案する。
【００４７】
　光照射（Ｌ１）を四角錐の側面ＡＢＥに平行に行ない、光照射（Ｌ２）を側面ＣＤＥに
平行に行ない、光照射（Ｌ３）を、側面ＢＣＥに平行に行ない、光照射（Ｌ４）を、側面
ＡＤＥに平行に行なうことで、頂点Ｅの位置を設定できる。
　すなわち、非硬化レジスト（１４）を錐体形状にするには、照射光Ｌの進行方向とステ
ージ平面との相対方位が相異なる複数回の（図1の場合４回）光照射を行えばよい。
【００４８】
　複数回の光照射によって、島状遮光部（１５）で遮光される非硬化レジスト（１４）の
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部位を選定制御することで、所望の錐体形状が得られる。その光照射回数や方位は、島状
遮光部（１５）の形状や所望の錐体の形状および、対称形態の対称軸による。
【００４９】
　このように、光を複数の方位から照射する方法として本発明は、基板を支持するステー
ジを変位させる方法と、光源からの光の照射方向を変化させる方法と、両者を組み合わせ
る方法との３種類を提案する。
　図２は、方位調節照射の方法を示す模式図である。
　図２（ａ）は照射光Ｌが鉛直下向きに照射している状態を照射基準方向として固定した
状態で、仮想的な揺動軸（２０）を中心に図中右方向にθ傾斜させてステージ（２１）上
の感光性部材（１２）に照射する。
【００５０】
　次に照射光Ｌに関して対称（図中左方向）な角度θで照射することにより、例えば、図
１におけるＬ１とＬ２のように斜め方向で対称な２回の照射を行うことができる。
　本発明の実施においては、照射基準方向に関して略対称な傾斜をなす２つの角度で照射
することにより対称形の錐体を形成できるが、所望の形状により傾斜角度は任意に設定す
ることができる。
【００５１】
　また、上記揺動軸（２０）に直交する揺動軸（２０’）を設けて、該揺動軸（２０’）
を中心にステージ（２１）を傾斜させてもよい。この場合、図示される左右方向に加えて
、紙面に垂直方向にステージ（２１）を揺動させることができる。これにより、図１のＬ
１，Ｌ２に加えて、Ｌ３，Ｌ４の４方向から照射光Ｌを照射することができる。
【００５２】
　上記のように揺動させる方法として、揺動軸（２０）を中心とする略円弧状に揺動方向
を規制する規制手段、例えばガイドレール上でステージ（２１）を摺動させることにより
実現してもよい。
【００５３】
　次に、図２（ｂ）は、感光性部材（１２）の傾斜を変化させる点では図２（ａ）と同様
であるが、そのためにステージ（２１）の取付部位（２２）に対して角度αだけ傾斜させ
て照射光Ｌを照射する。ここでも照射光Ｌは鉛直下向きに固定されている。
　そして、ステージ（２１）を、該取付部位（２２）を中心に図示の状態（左側にα傾斜
）から右側にα傾斜させることにより図２（ａ）と同様の効果を得ることができる。また
、紙面に垂直方向にも傾斜可能に構成してもよい。
　このような取付部位（２２）は、例えば三脚の雲台のような機構を用いて実現される。
【００５４】
　図２（ｃ）は、ステージ（２１）を自転台（２３）上に所定角度傾斜させた状態で固設
し、自転台（２３）と共に角度ψだけ自転させる構成を示している。該構成によれば、ス
テージ（２１）上の感光性部材（１２）に照射する角度が、自転する角度ψに応じて変化
する。例えば、図示の状態から９０度ずつ回転させることにより、感光性部材（１２）に
は図１のＬ１～Ｌ４のような４方向の照射光を照射することができる。
　このように、ステージ（２１）を傾斜設置しておくと、ステージを自転させるだけで、
多数方向から光照射できる利点がある。
【００５５】
　上記図２（ａ）～（ｃ）のようにステージ（２１）を変位させる方法の他、光源から発
する照射光Ｌの向きを変えてもよい。この場合は、図１では４方向から照射すればよく、
その際には光源に異なる方向に照射できる光学系を設け、迅速かつ簡便に照射方向を変じ
られるようにしてもよい。
　また、ステージ（２１）を自転させると共に、光源からの照射方位を変えることで、ス
テージの自転角度又は光源における照射角の変動範囲を小さくすることができる。
【００５６】
　図３は、感光性部材（１２）にフォトマスク（３１）を密着された態様を示す平面図（
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上図）及び正面断面図（下図）である。このフォトマスク（３１）には正方形の島が整列
配置され、９個の微細な四角錐を有する形状の製造用の原版を作製することができる。
【００５７】
　図３（下図）では、原版を構成する基板（１３）とその上に成膜されたフォトレジスト
（１１）があり、フォトレジスト（１１）の上面にフォトマスク（３１）が密着されてい
る。島状遮光部（１５）の島の大きさ及び形状は、所望する立体的形状と露光する照射光
の角度から定められる。
【００５８】
　図４は、ネガ型のフォトレジスト（１１）を用いて略錐体状の非硬化レジストを成形す
る工程を示す説明図である。図４（a）は、基板（１３）の上にフォトレジスト（１１）
が成膜され、加えて、その上に、島状遮光部（１５）が配置されたフォトマスク（３１）
が密着されているものが定位置（水平状態）になっていることを示す。
　次に、図４（ｂ）のように、ステージ揺動調節手段によってステージを角度＋θだけ傾
斜させて、感光材料を傾斜させた状態で照射（照射光Ｌ１）すると、島状遮光部の下方に
まで線束が達する。
【００５９】
　これにより光のあたる部分（感光部分）（４１）と光のあたらない部分（非感光部分）
（４２）があるため、照射が終了して傾斜を定位置に戻した状態（図４（ｃ））において
図示のように感光部分（４１）と非感光部分（４２）に分かれる。
【００６０】
　図４（ｄ）のように、ステージを逆に角度－θだけ傾斜させて照射（照射光Ｌ２）する
と、図４（ｅ）のように、島状遮光部下方で、非感光部分（４２）である非硬化レジスト
を三角柱状に成形できる。その後、ステージ自転調節装置によってステージを角度＋ψだ
け自転させ、上記と同様の２回のステージ揺動照射（Ｌ３）（Ｌ４）を行なう。
【００６１】
　図示の例の場合は、島状遮光部が正方形なので、ステージの自転角度は９０°とする。
この４回の照射（Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４）によって、非硬化レジストの部分を、図１に
示したような四角錐（ＡＢＣＤ－Ｅ）に成形できる。
【００６２】
　このように、２回のステージ揺動照射工程の間にステージ自転工程を入れると、多様な
方位からの光照射が可能になる。また、ステージを角度＋θだけ傾斜させて光照射する工
程と、ステージを角度－θだけ傾斜させて光照射する工程とのセット、すなわち、照射光
の進行方向に関して略対称な２つの位置で、それぞれ光照射を行なうと効率がよい。
【００６３】
　なお、ステージ（２１）を揺動させて傾斜させる代わりに、その都度、ステージ（２１
）自体を傾斜させても、同様の効果が得られるから、ステージ揺動（θ）とステージ傾斜
（α）とは、実質的に等価と認められるので、両工程も適宜置換可能である。
【００６４】
　光照射は、静止した感光性部材（１２）に対して行なう場合に限らない。
　ステージ（２１）を自転させながら、ステージ（２１）上の感光性部材（１２）に対し
て連続的に光照射を行なってもよい。すると、非硬化レジスト（１４）部分を、円錐など
、底面に曲線を有する錐体状に容易に成形できる。
【００６５】
　図５及び６は、島状遮光部（１５）の例を示す平面説明図である。
　島状遮光部（１５）の形状は、非硬化レジスト（１４）部分となる錐体の底面の形状に
一致する。その錐体の側面形状は、方位調節照射の方法に依存する。
　例えば、図５（ａ）に示した径88μmの四角形の島状遮光部（１５）を用い、揺動角θ
を±10°に設定すると、２回の回転のみで高さ250μmの四角錐形状が得られる。図５（ｂ
）に示した三角形の島状遮光部（１５）を用いた場合もθ＝＋－１０°の２回の回転で三
角錐を作ることができる。
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【００６６】
　図６は島状遮光部（１５）として多角形を用いた場合を示す。ステージの揺動方向を、
その多角形のいずれかの角と中心とを結ぶ方向、或いは、いずれかの辺に垂直な方向に設
定すると、正多角錐形状に成形できる。
　また、ステージの自転角度を、その多角形の内角のいずれかの角度に設定することがで
きる。図６（ａ）は正八角形の例であり、揺動軸は４つである。図６（ｂ）は正八角形の
例であり、揺動軸は４つである。図６（ｃ）は正六角形の例であり、揺動軸は３つである
。図６（ｄ）は略円形の例であり、揺動軸は８つである。
【００６７】
　図７は、非硬化レジスト（１４）部分の錐体形状を示す斜視図である。
　上述の多角形の島状遮光部（１５）によると、図７（ａ）（ｂ）のような角錐状に成形
できる。角数の多い正多角形若しくは円形の島状遮光部（１５）によると、図７（ｃ）の
ような円錐状に近くなる。図７（ｄ）のように、径が一定でない錐体形状は、次の方法で
得られる。
【００６８】
　図８は、図７（ｄ）に示した径が一定でない錐体形状を成形する工程を示す説明図であ
る。
　屈折率の異なる複数種類のフォトレジスト（１１）を基板（１３）に積層する。
　図示の例では、下層に、高屈折率1.63のレジスト（SU-8)を300μm、上層に、低屈折率1
.59のレジスト（ネガ型ドライフィルムポリカーボネート系のドライフィルム(日本ゼオン
製ZED-400)）を用いた。これによると、屈折率の差異により、層境で不連続に径が変化す
る錐体形状の非硬化レジスト（１４）を成形できる。
　それを基にして製造するマイクロニードルは、基部が大径の錐台になるので、強度の補
強に寄与する。
【００６９】
　照射光の波長を変えて、複数回の光照射を行なうことでも、同様に、島状遮光部（１５
）下部に成形する略錐体状の成形部の径を段階的に変えられる。
【００７０】
　図９は、原版から複版を形成する工程を示す説明図である。
　非硬化レジスト（１４）部分を錐体状に成形したレジスト版から、島状遮光部（１５）
を含む上部薄片を取り除き、現像を行うと、図９（ａ）に示すような基板（１３）上に硬
化レジスト（５０）が形成される。
　その表面に、無電解メッキやスパッタ法などで金属を薄くコートしてメッキ層（５１）
を形成させる。
【００７１】
　続いて、電解メッキや電鋳を施すことによりメッキ（５２）し、原版の反転パターンで
ある反転版（６０）が得られる。
　図９（ｄ）で得られた反転版（６０）は、図１０のように、錐体状の成型部（７０）が
突出した凸版である。なお、図１０は反転版（６０）の斜視説明図である。更に、電鋳等
を施してメッキ（８０）を形成し、図９（ｆ）で示すように、反転版の反転パターンであ
る複版（８０）が得られる。
　なお、反転版（６０）や複版（８０）を形成するメッキ材や電鋳材には、Ni、 Cr、Cu
、Znなどの金属が利用できる。樹脂材やセラミック材も利用可能である。
【００７２】
　図１１は、原版からマイクロニードルのパッチを製造する工程を示すフローチャートで
ある。
　まず、マイクロニードルのパッチの形状に対応した原版を作製する。（原版作製工程Ｓ
１）
　次に、その反転パターンを有する反転版を介して、複版を作製する。（複版作製工程Ｓ
２）
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　これにより、成形版を得る。その成形版に、マイクロニードルのパッチの材料となるシ
ートを載置し、加熱加圧すると、成形版のパターンが転写される。（転写・成形工程Ｓ３
）
　さらに放熱して、成形版から剥離し、パッチ形態に断裁する。（パッチ化工程Ｓ４）
　最後に検査工程（Ｓ５）で検査を行い、マイクロニードルのパッチが得られる。
【００７３】
　マイクロニードルのパッチをキチン・キトサンから作製する場合は、キチン・キトサン
シートが用いられる。キチン・キトサンシートは、次のようにして製作される。すなわち
、CaMeOH溶液にキチンを溶かした後、大量の水を加えるとキチンが沈殿する。透析によっ
てCaを除去すると、キチン含有量４～５％の白色ゲルが得られる。そのゲルを蒸留水に懸
濁し、紙漉きにかけて、プレス乾燥すると、キチン100％のシートができる。
【００７４】
　以上は、ネガ型のフォトレジストを用いる場合を示した。
　図１２は、ポジ型フォトレジストを用いて、原版を形成する工程を示す説明図である。
図１２に示す如くポジ型のフォトレジスト（９０）を用いる場合は、フォトレジスト（９
０）の上にフォトマスク（３１）が基板として積層されて感光性部材が形成される。
　露光工程では、まず図１２(ａ)のように＋θの角度までフォトレジスト（９０）を傾斜
させて鉛直下向きの照射光を照射する。島状遮光部（１５）によって遮光されないフォト
レジスト（９０）の部位（１２０）が非硬化部分となる。
【００７５】
　次いで図１２(ｂ)のように、照射光は上記の向きのままでフォトレジスト（９０）を－
θの角度まで傾斜させる。これにより図１２（ａ）では遮光されていたが、本工程では遮
光されなかった部位（１２１）（１２１）（１２１）が、非硬化部分となる。
　このようにポジ型のフォトレジスト（９０）を用いることにより、反転版を介すること
なく、原版から直接複版が作製される。現像処理後の図１２（ｃ）の形状（１２２）がで
き、これにメッキ工程を経て図１２（ｄ）に示す原版を作製することができる。
【００７６】
　図１３は、マイクロニードルのパッチ（１０１）の斜視説明図である。
　１つの島状遮光部（１５）から１本のマイクロニードルが製造され、島状遮光部（１５
）の配置に応じた多数の略同一形状のマイクロニードル（７０）が、パッチ基板（１００
）に平行に配置される。
【実施例】
【００７７】
　本発明によるマイクロニードルのパッチと従来技術によるマイクロニードルのパッチと
を比較した。
　比較品としては、単結晶シリコン基板を用いドライエッチング法で、三角錐、四角錐及
び円錐状の非硬化レジスト部分を成形し、そのシリコン原版から、金属製複版を製作し、
ポリ乳酸製マイクロニードルを製造した。そして、レジスト版複版とシリコン版複版から
作製したポリ乳酸マイクロニードルを比較した。
　マイクロニードルは剣山状なので、接触式の表面粗度測定装置は使用できないので、非
接触３次元表面形状測定装置を用いて、表面粗度（Ra、Rz）を測定した。
　なお、表面粗度Raは、平均から突出した絶対値の平均を示し、Rzは、平均からの突出し
たずれの上位５位までの平均を示す指標である。
【００７８】
　本発明の前記実施例で示した工程で製造したポリ乳酸製マイクロニードルの表面粗度を
測定した。三角錐状マイクロニードルでは、高さ方向Ra＝0.5μm、周方向Ra＝0.9μm、四
角錐状マイクロニードルでは、高さ方法Ra＝0.5μm、周方向Ra＝0.8μm、円錐状マイクロ
ニードルでは、高さ方向（図７（ａ）の照射方向に相当する）Rz＝0.2μm、周方向（図７
（ａ）の自転方向に相当する）Rz=1.0μmであった。
【００７９】
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　一方、原版が単結晶シリコン基板である比較品のポリ乳酸製マイクロニードルは、三角
錐状マイクロニードルでは、高さ方向Ra=6.5μm、周方向Ra＝5.9μm、四角錐状マイクロ
ニードルでは、高さ方法Ra＝8.5μm、周方向Ra＝6.8μm、円錐状マイクロニードルでは、
高さ方向Rz＝5.2μm、周方向Rz＝7.0μmであった。
　従来技術による比較品のマイクロニードルあるマイクロニードルの表面粗度は5μm以上
であるのに対し、本発明によるマイクロニードルの表面粗度1μm以下であり、表面平滑性
が優れていた。
　また、複版の歩留まり及びマイクロニードル成形時の離型性も共に良好であった。
【００８０】
　マイクロニードルの表面に、例えば、ニトログリセリン、硝酸イソソルビド、エストラ
ジオールツロプテロール、ニコチンスコラポン、塩酸クロニジンなどを塗布すると、薬剤
供給具として利用できる。またマイクロニードルのパッチを構成する材料中に前述した薬
効成分を添加することとしても良い。かかる場合の例としてマイクロニードルはキチン・
キトサンと薬効成分の混合物からなる。
【００８１】
　本発明によるマイクロニードルのパッチは、比較的簡易な工程で大量生産でき、先端が
鋭く表面平滑性が良好なので、薬剤投与や血液採取等の医療分野をはじめ、液体噴霧ノズ
ルなどのマイクロ化学分析分野や、インクジェットプリンタ用ノズルなどの工業分野でも
活用でき、産業上有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】感光性部材に光照射して、錐体形状の非硬化レジストを形成する様態を示す斜視
模式図である。
【図２】方位調節照射の方法を示す模式図である。
【図３】感光性部材の要部を示す平面図及び正面断面図である。
【図４】略錐体状の非硬化レジストを成形する工程を示す説明図である。
【図５】島状遮光部の例を示す平面説明図である。
【図６】島状遮光部の例を示す平面説明図である。
【図７】非硬化レジスト部分の錐体形状を示す斜視図である。
【図８】ネガ型レジストを用いて、径が一定でない錐体形状の原版を成形する工程を示す
説明図である。
【図９】原版から複版を形成する工程を示す説明図である。
【図１０】反転版の斜視説明図である。
【図１１】原版からマイクロニードルのパッチを製造する工程を示すフローチャートであ
る。
【図１２】ポジ型レジストを用いて、原版を形成する工程を示す説明図である。
【図１３】マイクロニードルのパッチの斜視説明図である。
【符号の説明】
【００８３】
１１　　　フォトレジスト
１３　　　基板
１５　　　島状遮光部
３１　　　フォトマスク
４１　　　感光部分
４２　　　非感光部分
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